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１．立地適正化計画策定の背景 

国においては、今後の人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心で

きる健康で快適な生活環境を実現し、財政面及び経済面においても持続可能な都市経営を可能とするため、

平成 26 年 8 月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。これにより市町村は、

コンパクトプラスネットワーク型の都市づくりを進めるための「立地適正化計画」を作成できることとな

りました。 

本町では令和３年３月に策定した、最上位計画である「長泉町総合計画」に基づき、人口減少社会・高

齢化社会に備えるまちづくりや子育てしやすいまちづくりによる子育て世代の定住化の促進等を掲げ全

庁的な取り組みを進めています。本町は現在人口増加が続いており、しばらくは増加傾向のまま推移する

と見込まれていますが、将来、確実に起こりうる人口減少や高齢化を少しでも抑制し、人口バランスのと

れた持続可能な都市づくりが必要です。 

長期的な視点のもと、下土狩駅、長泉なめり駅および池田柊線沿道を拠点としたにぎわいの創出、道路

や公園の整備、公共交通を利用しやすい環境づくりなど、歩いて楽しく誰もが住みやすいまちづくりを推

進していくため、立地適正化計画を策定します。 

 

２．立地適正化計画とは 

「立地適正化計画」は、平成 26 年の都市再生特別措置法の一部改正により創設された制度であり、人

口減少、高齢化が進行する社会情勢の中でも将来にわたり持続可能な都市を実現するため、居住や都市機

能の誘導、公共交通の充実を目指す包括的な計画です。 

「立地適正化計画」では、居住や都市機能の誘導を図る区域を記載する他、基本的な方針、計画の目標

等を定めます。 

 

■立地適正化計画で定める項目 

 

 

  

●立地適正化計画の区域 

・都市計画区域に属する範囲が対象となります。 

●計画の基本的な方針 

・本町の現状の把握、分析を行い、整理した課題に基づき、計画により実現すべき将来の都市像を

示します。 

●居住誘導区域 

・一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスや公共施設等が持続的に確

保されるよう居住を誘導すべき区域で、市街化区域の中に区域を設定します。 

●都市機能誘導区域 

・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の拠点に誘導し、各種サービスの効率的な提供を図る区域

で、居住誘導区域の中に区域を設定します。 

●誘導施設 

・医療施設、福祉施設、商業施設等、居住者の利便性や福祉の増進に著しく寄与する施設で、都市

機能誘導区域ごとに、地域の特性に応じて誘導すべき施設を設定します。 

●誘導施策 

・居住や都市機能の誘導のために講ずべき施策を整理します。 

●防災指針 

・都市防災に関する機能の確保を図るため、居住誘導区域における防災・減災対策の取組方針や具

体的な取組を設定します。 

●定量的な数値目標 

・計画の総合的な達成状況の的確な把握が可能となるよう、定量的な数値目標の設定を行います。 
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３．本町の現状 

 

 

●本町の人口は、令和２年の国勢調査では 43,336 人となっており、昭和 35 年の町制施行時から一貫し

て増加傾向にあります。 

●第５次長泉町総合計画の推計によると、人口は令和 17 年まで増加した後はほぼ横ばいに推移し、令

和 22 年の人口は 44,033 人になると見込まれています。 

●令和 17 年の推計人口は令和２年から微増と推計されており、老年人口（65 歳以上の人口）は約 1,700

人増加することが推計されています。 

 

 

 

  

（１）人口動向 

本町の人口推移及び推計 

出典：第５次長泉町総合計画、国勢調査 

25.5％ 
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（２） ｍメッシュ単位での人口動向 

老年人口 

令和 年 

高齢化率 

令和 年 

 

市街化区域内

でも高齢化率

が %以上 

と推計される

駿河平では 

高齢化率が 

%以上 

上土狩周辺でも 

老年人口が集積 

（３）公共交通 （４）都市機能 

● 基幹的公共交通（運行本数が片道 30 本／日以上
の鉄道・バス路線）は、全鉄道路線と三島駅南口
と県立静岡がんセンターを結ぶ路線が該当しま
す。 

● 医療機関・高齢者福祉施設・商業施設ともに充実
しており、市街化区域内の大半はこれらの施設を
徒歩で利用できる状況にあります。 

● 健康公園西側や三島駅北口、本宿区には一部圏外
となる箇所が見られます。 

公共交通路線の徒歩圏域 

 

公共交通の徒歩圏域に含

まれないエリア 

基幹的公共交通の徒歩圏に

含まれない。池田柊線の整

備に伴い、バス路線の拡充

を検討すべきエリア 

新東名高速道路 東駿河湾 

環状道路 

長泉なめり駅 

下土狩駅 

三島駅 

県立静岡 

がんセンター 

※鉄道駅：800ｍ、 

バス停留所：300m 

令和５年６月現在 

生活サービス施設の徒歩圏域 

市街化区域内でも生活サービ

ス施設徒歩圏外となる地域 

※医療・商業施設（スーパーマーケットのみ）：800ｍ、

福祉施設：1,000mの全ての利用圏域に含まれる範囲 

令和５年７月現在 

新東名高速道路 東駿河湾 

環状道路 

長泉なめり駅 

下土狩駅 

三島駅 
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４．本町が抱える課題と計画策定にあたりターゲットとなる要素 

【本町が抱える課題】                         【ターゲットとなる要素】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．立地適正化計画の目標とすべきターゲット 

 

 

ターゲットとなる要素を整理すると、基盤整備や職住近接、鉄道駅周辺の都市機能誘導や魅力ある住

環境の創出によって若者世代が「住みたい環境」を作ることと、自家用車からの徒歩、自転車へのシフ

トを図るための「歩きたい環境」を作ることが重要となってくることから、立地適正化計画の基本方針

を以下の通り設定します。 

「住みたい、歩きたいまち ながいずみ」 

 

 

 

基本方針と立地適正化計画策定にあたってターゲットとなる要素から、目標とすべきターゲットを以下の

とおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）目標とすべきターゲットの設定 

拠点エリアの人通り・

誘導施設増加によるにぎ

わいや、アクセス性向上

によるにぎわいの創出を

図ります。 

自家用車以外の交通手

段への転換や歩行者に安

全で快適な道路空間を創

出するとともに、公共交

通を利用しやすい環境の

創出を図ります。 

若者世代、ファミリー

層の定住及び流入促進や

若者世代の U ターン促進

による人口バランスの維

持、定住促進による持ち

家率向上を図ります。 

企業誘致による雇用の

受け皿創出や町内企業の

留置による雇用と税収の

維持・増進、適正な土地利

用誘導による住環境の形

成を図ります。 

【人口動向・高齢者の動向】 

●下土狩駅周辺などでは高齢化率の上昇が見込まれるため、高齢化の進行する

エリアへの若い世代の戦略的な誘導が必要。 

●人口バランスの維持を図るため、子育て世代をはじめ、誰もが暮らしやすい

ワンランク上のまちを作ることが必要。 

●老年人口（ 歳以上の人口）は増加する見込みであるため、高齢者の急増を

見据えた集約すべき施設の立地誘導、アクセス性向上の検討が必要。 

若者世代の定住化促進に

よる人口バランスの維持 

【都市機能の利便性・持続可能性】 

●人が多く集まる鉄道駅周辺に都市機能施設が少ないため、高次な都市機能を戦

略的に誘導することによって地区の求心力を高めることが必要。 

鉄道駅周辺への都市機能

誘導による求心性向上 

【土地利用・防災上の安全面】 

●住宅地と工場・企業用地双方の住み分けを明確に行い、工場等の良好な操業環

境の維持と道路･公園の整備による質の高い住環境を図ることが必要。 

●生活利便性の高いエリアにおいては、防災上の対策を講じることにより、安全

な居住環境を整備することが必要。 

都市基盤整備による魅力

ある住環境の創出 

【公共交通の利便性・持続可能性】 

●公共交通を利用する人の割合が低いため、増加が見込まれる高齢者の生活の足

としてバス路線の維持や自家用車に頼らない交通手段へのシフトが必要。 

自家用車から公共交通や

徒歩・自転車へのシフト 

【財政の健全性】 

●町民や企業等からの税収による質の高い住民サービスの提供を持続的なもの

としていくため、工場や企業の定着を促進することが必要。 

企 業 や 工 場 等 の 定 着 に 

よる職住近接の実現 

（１）立地適正化計画の基本方針 
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６．将来の骨格構造 

都市計画マスタープランに位置付けられている「まちの拠点等」をもとに将来の骨格構造を以下のとお

り設定します。また、この骨格構造を踏まえ、都市機能誘導区域、居住誘導区域等を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●駅周辺に必要な都市機能を集約
し、日常生活に必要な機能がすべ
てそろうコンパクトな拠点形成
を目指します。 

 

●既存の生活利便性向上に寄与す
る施設の維持・充実を図ります。 

 

●商業施設等の充実とともに、歩行空間の整備を行うことで、地区の回遊性向上を目指します。 

●下土狩文教線沿道については、三島駅との連続した都市空間形成を目指します。 

 

●商業・業務機能の充実により、広域都市圏における拠点性の向上を目指す箇所として位置づけら
れていますが、低未利用地（駐車場等）が多い現状を考慮すると、広域的な拠点の形成を目指す
ためには、非常に長い期間を要します。 

●都市機能誘導区域には位置づけず、「広域拠点可能性エリア」に位置づけ、将来的な土地利用の方
向性を検討します。 
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７．都市機能誘導区域と誘導施設の考え方 

都市機能誘導区域は、福祉・子育て・医療・商業等の都市機能を都市の拠点となる地区に誘導・集約す

ることにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

本町では、下土狩駅周辺、長泉なめり駅周辺及び池田柊線の３箇所に区域を設定します。区域設定によ

り、施設の充実、にぎわいの創出を図ります。区域の位置、誘導すべき施設は以下のとおりです。 

 

 下土狩駅周辺  

 

 

 

 

 

 長泉なめり駅周辺  

 

 

 

 

 

 池田柊線  

 

 

 

  

中心拠点区域 

・下土狩駅直近エリアや下土狩文教線を基本
に設定します。 

・本町の中心拠点に必要な機能の集約を図
り、にぎわいのある拠点形成を目指しま
す。 

生活拠点区域 

・中心拠点区域の周辺部を基本に設定しま
す。 

・中心拠点区域と一体的な拠点形成を図るこ
とによって、回遊性のある拠点形成を目指
します。 

下土狩駅 

生活拠点区域 

生活拠点区域 

中心拠点区域 

地域拠点区域 

・長泉なめり駅周辺や沼津小山線沿道を基本
に設定します。 

・本町の副次的な拠点として、県立静岡がん
センターや長泉町健康公園利用者、周辺住
民の利便性向上に寄与する施設の集積を
目指します。 

・利便施設が近距離に集約されたコンパクト
な拠点形成を目指します。 

地域拠点区域 

長泉なめり駅 

沿道拠点区域 

・池田柊線沿道を基本に設定します。 

・周辺住民の生活利便性向上に寄与する拠点
形成を目指します。 

・官民連携複合施設（こども交流センター）
を核として、既存の利便施設の維持・充実
を図ります。 

・都市計画道路沿道の利便性を活かした新た
な交通結節点の形成を目指します。 

沿道拠点区域 

官民連携複合施設 

（こども交流センター） 
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８．誘導施設 

 

 

誘導施設は、各都市機能誘導区域での施設誘導の考え方に基づき、区域ごとに設定します。 

配置検討では、各都市機能の対象施設について以下の２つに大別したうえで検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設誘導の考え方に基づき、

誘導施設を右表のとおり設定

します。 

 

  

（１）誘導施設の設定にあたっての考え方 

（２）誘導施設の設定 

都市機能の配置検討では、各誘導区域の対象施設について、 
 
 
 
 
の２つに大別した上での検討を行います。 

☞ 拠点として位置づけられている区域への集積が望ましい施設（集約型施設） 

☞ 自宅からの徒歩圏に立地していることが望ましい施設（徒歩圏型施設※） 

■ 都市機能の適正配置のイメージ 

★ 「小売業又はサービス業を営む店舗・

長泉町の特産品を扱う商業施設」及

び「飲食施設」は生活利便性を考慮

し、都市機能誘導区域外への立地も

許容します。誘導施設には位置づけ

ないため立地適正化計画に伴う届

出は不要ですが、他の誘導施設と同

様に誘導施策を推進します。 

※1 区分は、立地適正化計画作成の手引

きを参考に設定。 

※2 徒歩圏型施設については、都市機能

誘導区域外においても立地を図り

ます。 
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９．居住誘導区域 

 

 

本町では、以下フローに基づき居住誘導区域を設定します。 

 
Ⅰ：居住誘導区域の候補となりうるエリア（生活利便性の高いエリア）の抽出 

 

 

 

 

 

Ⅱ：居住誘導区域に含めるか詳細に検討を行うエリアの抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域の考え方に基づき、市街化区域

内の災害リスクが想定される箇所、工業専用地

域・工業地域、県立静岡がんセンター周辺の準

工業地域を除くエリアを区域に設定します。 

 

【居住誘導区域外の方針】 

防災上考慮すべき箇所については、既に居住

している住民に対して、危険性の周知を図ると

ともに、人的被害を軽減するための対策を講じ

ます。 

本町北部に立地する工業団地は雇用創出や

町民サービス充実を図るため機能充実及び拡

大を目指します。 

  

（１）居住誘導区域設定にあたっての考え方 

（２）居住誘導区域の設定 

市街化区域内に対する 
居住誘導区域の割合 70.5％ 

① 生活サービス施設徒歩圏（医療・福祉・商業施設から 800m 圏内） 

② 基幹的公共交通圏域（鉄道駅から 800m、バス停留所から 300m 圏内） 

③ 令和 17 年時点で人口密度が 40 人/ha 以上のエリア 

⇒ ④ 生活利便性の高いエリア（①・②・③を全て含むエリア）の抽出 

⑤ その他検討を要するエリア（④に含まれないエリア） 

①「立地適正化計画作成の手引き」において、居住誘導区域に含めないもしくは慎重に判断すべき

とされている区域 

（浸水想定区域、土砂災害警戒区域等） 

② その他、本町として居住誘導区域に含めることについて慎重に判断することが望ましい区域（工

業地域等） 

⇒ ③ 居住誘導区域に含めるか詳細に検討を行う区域の抽出 

（①・②を総合的に判断） 

ｚ 

居住誘導区域の設定 

■居住誘導区域 
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10．防災指針 

 

 

防災指針とは「居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地及び立

地の誘導を図るための都市の防災に関する機能の確保に関する指針」です。 

様々な災害のうち、想定される南海トラフ地震や富士山の噴火では、本町全域に震度６弱以上の強い

揺れ、降灰、溶岩流の到達が想定されているため、この範囲を居住誘導区域から全て除くことは現実的

に困難な状況です。 

このため、居住誘導区域における災害リスクをできる限り回避、あるいは低減させるため、必要な防

災・減災対策を定め、計画的に実施します。 

 

 

 

立地適正化計画の基本方針、都市計画マスタープランの防災に関する方針、国土強靭化地域計画の目

標を踏まえ、防災上の対応方針を以下のように設定します。 

防災上の対応方針：「災害に強い居住環境と地域社会の形成」 
本町における取組方針、施策は、災害リスクの回避と低減という観点から、次のように設定します。 

 
災害時に被害が発生しないようにする（回避する）ため、浸水想定区域や土砂災害警戒区

域等への建築物の立地の抑制や被災想定の周知により災害を未然に防ぐ行動を促します。 

 
・災害リスクの高い場所から居住誘導区域内への誘導 

・防災地図を用いた被災想定の提供 

河川管理者等と連携し、洪水や地震のリスクを低減するため、河川の氾濫を防ぐ取組、道

路や上下水道、建築物の耐震化に取り組みます。 

 

・狩野川流域治水プロジェクト 2.0 に基づく対策の推進 

・建築物の耐震化の促進 

・水道・下水道管路の耐震化の推進 

・緊急輸送路等の機能の確保 

大規模災害時の迅速な復旧・復興を目指すため、（仮称）事前復興計画の策定等により防

災体制の充実を図ります。 

 
・緊急物資の備蓄の推進 

・（仮称）事前復興計画の策定 

町民１人ひとりが防災意識を持ち、自ら災害リスクの低減に取り組むことができるよう、

防災人材の育成や防災イベント等の実施により意識啓発を図ります。 

 
・地域における防災人材の育成・活用の推進 

・防災意識の向上 

 

 

 

施策の達成状況等の評価における目標値を以下のとおり設定します。 

 

  

（１）防災指針とは 

（２）防災上の対応方針、取組方針、施策 

（３）目標数値の設定 

 
現状 

令和４年 

目標 

令和 17 年 

防災対策に取り組んでいる町民の割合 54.3％ 70.0％※ 

災害に関するメールやＳＮＳ等の登録者数 16,819 人 現状を維持する 

※第５次長泉町総合計画にて定めた令和７年の目標値を維持する。 
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11．誘導施策 

4 ページで設定した４つの目標とすべきターゲットを達成するために、誘導施策を以下のとおり設定し

ます。 

 

 

  

 

・コミュニティながいずみの有効活用  ・下土狩駅周辺の集約駐車場の整備の検討 

・下土狩駅前の行政機能の強化     ・交通結節点での公共交通乗換機能強化 

・三島駅北口周辺地区の土地利用方向性の調査検討   ・官民連携施設の整備の検討 

・誘導施設新設・リノベーション等の支援、チャレンジショップ制度導入検討 

・拠点エリアのアクセス性向上のための公共交通体系の見直し検討         等 

・新たな交通手段(コミュニティサイクル等)の導入検討 

・ウォーキングアプリの導入 

・ウォーキングイベント・町内工場見学ツアー等の開催 

・都市計画道路、自転車道の整備促進 

・誘導サイン、歩行空間の整備、狭隘道路の美装化等 

・活動拠点の創出(多世代交流施設整備に関する支援事業の検討) 

・既存制度の維持、充実(ながいずみ健康マイレージ、高齢者タクシー・バス利用助成事業) 

・バス等公共交通利用環境の向上(バスロケーションアプリ導入検討、待合環境整備等） 

等 

・中心市街地での住宅購入支援事業の検討     ・道路、公園等の整備促進 

・子育て支援施設の整備促進           ・新幹線通学に対しての補助事業 

・ＵＩＪターン促進のための支援事業の導入検討  ・住宅地緑化制度等の検討 

・空き家対策支援、宅地開発支援の検討      ・土地の利活用を促進する制度の検討 

・既存制度の維持、充実（こども医療費、教育環境整備、長泉未来人定住応援事業） 

等   

 

・工業団地の基盤整備の促進 

・既存工業団地の機能充実 

・既存制度の維持、充実（長泉町地域産業立地事業費補助金（施設新設・設備投資）） 

・住宅地の開発支援の検討 

・誘導施設新設、リノベーション、専門家相談等の支援               等 
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12．目標数値・目標指標 

施策の達成状況等の計画評価における目標値を、目標とすべきターゲットごとに設定するとともに、目

標値が達成されることにより期待される効果目標を設定します。 
※ファミリー層の定住促進と雇用の場の確保については密接な関係を有しているため、効果目標については両方を組み

合わせた目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．届出制度 

都市再生特別措置法に基づき、「居住誘導区域外」で一定規模以上の建築や「都市機能誘導区域外」で

誘導施設を建築する場合、また「都市機能誘導区域内」で誘導施設を休廃止しようとする場合は、30 日前

までに届出が必要になります。 

 

 

 

①  

 

 
現状 

平成 年 

目標 

令和 年 

下土狩駅乗降者数 , 人/日 
, 人/日 

（約 ％増） 

長泉なめり駅 

乗降者数 
, 人/日 

, 人/日 

（約 ％増） 

 

 

 
現状 

平成 年 

目標 

令和 年 

平均歩数 , 歩 

歳未満男性： 

, 歩  

歳未満女性： 

, 歩  

高齢者： , 歩 

 

 

 
現状 

平成 年 

目標 

令和 年 

持ち家率 
. ％ 

（ ,  軒） 

. ％ 

（ ,  軒） 

 

 

 
現状 

平成 年 

目標 

令和 年 

第二次・第三次 

産業就業者数 
,  人 ,  人 

 

 

住

宅

︵

※

︶ 

建

築

等 

①3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し

て 3 戸以上の住宅とする場合 

開

発

行

為 

①3 戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

②1 戸又は 2 戸の住宅の建築目的の開発行為

で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

※「住宅」とは、戸建住宅、共同住宅、長屋、兼用住宅の用に

供する建築物をいいます。 

 

誘

導

施

設 

建築等 

①誘導施設を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更

して誘導施設とする場合 

開発行為 ・誘導施設の建築を目的とする開発行為 

 

・都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようと

する場合 
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